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〔キーワード〕補正却下の不服審判請求、引用例と

周知例、補正発明の進歩性欠如、本願発明の進

歩性欠如、看過相違点の容易想到性

【主　　文】
１　特許庁が不服2015－20893号事件について平成

28年11月18日にした審決を取り消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。

【事案の概要】
１　特許庁における手続の経緯等
（１）　原告（ヨシモトポール株式会社）は、平成

26年６月５日、発明の名称を「鋼管ポールおよ
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びその設置方法」とする特許出願（特願2014－
116674号）をし、平成27年７月16日、その特許
請求の範囲等を補正した（甲５、11。以下、こ
の補正を「本件補正」という。）。

（２）　原告は、平成27年８月20日、本件補正を却下
され、本願について拒絶査定を受けた（甲12、13）。

（３）　原告は、平成27年11月25日、これらに対す
る不服の審判を請求した（甲14）。

（４）　特許庁は、これを不服2015－20893号事件
として審理し、平成28年11月18日、「本件審判
の請求は、成り立たない。」との別紙審決書（写
し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし、
同年12月６日、その謄本が原告に送達された。

（５）　原告は、平成29年１月４日、本件審決の取
消しを求める本件訴訟を提起した。

２　特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項１の記載は、

次のとおりである。以下、本件補正前の請求項１
に記載された発明を「本願発明」と、本件補正後
の請求項１に記載された発明を「本件補正発明」
といい、本件補正後の明細書（甲５、８、11）を、
図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項１】灯具、信号機、標識、アンテナな

どの装柱物を支持する支柱と、前記支柱の下端部
を固定する鋼製基礎とを有する鋼管ポールであっ
て、前記鋼製基礎は上下に貫通した筒状の基礎体
から構成され、前記基礎体と前記支柱とは締付部
材により締め付け固定され、前記基礎体は地中に
埋設され、前記支柱は前記基礎体を貫通して先端
部分が地中に突出していることを特徴とする鋼管
ポール。

３　本件審決の理由の要旨
（１）　本件審決の理由は、別紙審決書（写し）の

とおりである。要するに、①本件補正は特許請
求の範囲の減縮を目的とするものであるところ、
本件補正発明は、下記アの引用例に記載された
発明（以下「引用発明」という。）並びに下記
イの周知例１及び下記ウの周知例２に記載され
た周知技術に基づいて、当業者が容易に発明を
することができたものであり、特許法29条２項
の規定により特許を受けることができるもので

はないから、本件補正は、同法17条の２第６項
において準用する同法126条７項に違反し、却
下すべきものであるとした上で、②本願発明は、
引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をす
ることができたものであるから、同法29条２項
の規定により特許を受けることができない、と
いうものである。
ア　引用例：実願昭61－155521号（実開昭63－

59973号）のマイクロフィルム（甲１）
イ　周知例１：特開2003－328354号公報（甲２）
ウ　周知例２：登録実用新案第3114768号公報
（発行日平成17年10月27日。甲３）

（２）　本件補正発明と引用発明との対比
本件審決は、引用発明並びに本件補正発明と

引用発明との一致点及び相違点を以下のとおり
認定した。
ア　引用発明

安全柵、ポール、案内用のロープ張り、そ
の他簡易車庫等構造物の柱状物と、ベースの
中央部にパイプを溶接で強固に突設し、平板
状の羽根をベースのパイプ取付面の四隅に配
設し、羽根の一辺をパイプ側面と固着させて
いて、炭素鋼を使用し、土中に埋込んで柱状
物を支持する支持基礎とを有する柱状物構造
であって、ベースのパイプの取付部に貫通穴
を設けることにより、柱状物は、柱先端部が
パイプ及びベースを貫通して土中に突出して
いる柱状物構造。

イ　本件補正発明と引用発明との一致点及び相
違点

（ア）　一致点
支柱と、前記支柱の下端部を固定する鋼

製基礎とを有する鋼管ポールであって、前
記鋼製基礎は上下に貫通した筒状の基礎体
から構成され、前記基礎体は地中に埋設さ
れ、前記支柱は前記基礎体を貫通して先端
部分が地中に突出している鋼管ポール。

（イ）　相違点１
「支柱」に関して、本件補正発明は、「灯

具、信号機、標識、アンテナなどの装柱物
を支持する支柱」であるのに対し、引用発
明は、「安全柵、ポール、案内用のロープ


